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自己紹介

◼ 学位
千葉大学大学院医学薬学府博士課程修了 博士（医学）

◼ 研究分野
介護保険制度、地域包括ケアシステム

◼ 職歴
1996年4月 東京都八王子市入庁
2005年4月 同健康福祉部介護サービス課

その後、介護保険課主査、財政課主査、高齢者いきいき課課長補佐等
2014年4月 厚生労働省老健局総務課・介護保険計画課・振興課併任課長補佐
2016年4月 医療経済研究機構入職

◼ 現職
放送大学客員教授、全国移動サービスネットワーク政策アドバイザー
日本老年学的評価研究機構（JAGES）理事、地域共生開発機構ともつく理事
東京都健康長寿医療センター非常勤研究員、立命館大学OIC総合研究機構客員協力研究員

◼ 著書（書籍）
1. 私たちが描く新地域⽀援事業の姿～地域で助け合いを広める鍵と方策～，堀田力・服部真治，

中央法規，2016年（共編著）
2. 入門 介護予防ケアマネジメント～新しい総合事業対応版，監修 結城康博・服部真治、総

合事業・介護予防ケアマネジメント研究会編，ぎょうせい，2016年（共編著）
3. 地域でつくる！介護予防ケアマネジメントと通所型サービスC－生駒市の実践から学ぶ総合

事業の組み立て方－，著 田中明美・北原理宣 編著 服部真治，社会保険研究所，2017
年（共編著）

4. 地域で取り組む 高齢者のフレイル予防，【監修】一般財団法人 医療経済研究・社会保険福
祉協会【編著】辻哲夫、飯島勝矢、服部真治，中央法規出版，2021年（共著） など



生活⽀援体制整備事業の概要



生活支援体制整備事業について

生活支援体制整備事業費（生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置）の標準額
■第１層（市町村区域） 8,000千円 × 市町村数（※）

■第２層（中学校区域） 4,000千円 × 日常生活圏域の数

（２）協議体の設置 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

生活支援体制整備事業は、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置により、「地域住民に身近な存在である市町村が中心となって、」「生活支
援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行く」もの（地
域支援事業実施要綱より）

○ 介護保険法（平成９年法律第123号）
（地域支援事業）

第百十五条の四十五 （略）
２ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合におい

ても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係
る体制の整備その他のこれらを促進する事業

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置
多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動する場の

確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマ
ッチング など

民間企業ＮＰＯ 協同組合 ボランティア 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

等

※ 指定都市の場合は行政区の数
一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数

厚生労働省資料



地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の

  ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
 主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの
強化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等
の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、
介護保険法の地域支援事業に位置づける。

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加
厚生労働省資料



地域支援事業実施要綱 抜粋

２ 生活支援体制整備事業（法第１１５条の４５第２項第５号）

イ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）

(ア) 業務の目的

次の a から c までに掲げる内容を目的に、(イ)に掲げる業務（以下「コーディネート業務」という。）を実施する。

a 資源開発（地域に不足する生活支援・介護予防サービスの創出（既存の活動を地域とつなげることを含む。）、
生活支援・介護予防サービスの担い手（ボランティア等を含む。）の養成、元気な高齢者をはじめとする多世代の地
域住民が担い手として活動する場の確保等）

b ネットワーク構築（多様な主体を含む関係者間の情報共有、生活支援・介護予防サービス提供主体間の連携の
体制づくり等）

c ニーズと取組のマッチング（地域の支援ニーズと生活支援・介護予防サービス提供主体の活動のマッチング等）

なお、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）は、コーディネート業務を担う者であり、例えば、ａに掲げ
る資源開発においては、資源開発そのものではなく、高齢者を含む多世代の地域住民、生活支援・介護予防サービ
スの実施者、地域包括支援センター及び市町村をつなげ、それらの連携・共創を推進する役割を担うものである。し
たがって、市町村及び地域包括支援センターは、適切に生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）との緊
密な連携のもとで、サービス・活動事業としての事業化等を進めること。
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【町担当者1人】

①介護保険事業計画に基づき、SCと相談し次年度

の予算をつくる。

★SCの人件費以外に運転ボランティア養成講座（全国
移動サービスネットワーク）委託料等も含める。

②年度初めに仕様書に基づき、SCと相談し年間計画を

立てる。

毎月1回町担当者とSCの連絡会開催

★予算に合わせて、ボランティア養成講座やイベント等、

SCと企画。

③民間企業等と最初のコンタクト、外部との調整

④庁内連携（公共交通担当課・ｺﾐｭﾆﾃｨ担当課）

⑤町と協定締結等町民にPRする。広報掲載。

⑥イベント挨拶、イベント会場確保の協力

⑦SCの外部への事例発表に参加

【第1層生活支援コーディネーター1人】

①仕様書に示された業務を遂行する。

②実績報告として日誌を作成し、

毎月1回の連絡で進捗を町に報告・相談する。

③ニーズ調査（聞き取り、訪問）

④地域の支えあい勉強会、地域の支えあい協議会や

ボランティア連絡会等の進行、町担当者にイベント

の日程を調整、会場確保の相談

⑤関係機関へ訪問し相談

⑥事業の役割分担・準備やスケジュールを町担当と確認

⑦ボランティア養成研修の参加者募集

⑧ＰＲチラシやポスター作成、広報原稿作成・確認

⑨ＳＣ研修会やイベントに参加し情報入手

出典函南町役場厚生部福祉課

函南町における町担当者と生活支援コーディネーターの役割分担



地域支援事業実施要綱 抜粋

２ 生活支援体制整備事業（法第１１５条の４５第２項第５号）

(３) 実施内容

(イ) 業務の内容

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）は、地域住民や多様な主体との対話やネットワークの構築を行うこ
とを通じ、関係者の間で地域の現状や将来像の共有を図るとともに、地域住民や多様な主体ごとの多様な価値判断を
尊重しながら地域での共創を推進するため、次のａからｅまでに掲げるコーディネート業務を実施する。

この際、第１層に配置される者は、ａからｄまでに掲げる業務を中心に実施することとし、第２層に配置される者はａ
からｅまでに掲げる業務を第１層に配置される者との連携を図りながら実施すること。

ａ 高齢者の支援ニーズ・関心事や地域住民を含む多様な主体の活動の状況の情報収集及び可視化

ｂ ａを踏まえた、地域住民や多様な主体による生活支援・介護予防サービスの企画・立案、実施方法の検討に係る
支援（活動の担い手又は支援者たり得る多様な主体との調整を含む。）

ｃ 地域住民・多様な主体・市町村の役割（地域住民が主体的に行う内容を含む。）の整理、実施目的の共有の
ための支援

ｄ 生活支援・介護予防サービスの担い手（ボランティア等を含む。）の養成、組織化、具体的な活動とのマッチング

ｅ 支援ニーズと生活支援・介護予防サービスとのマッチング

ｅについては、生活支援・介護予防サービスの事業化（サービス・活動事業の事業化を含む。）や立ち上げ・継続のた
めのコーディネート業務を想定しており、生活支援・介護予防サービスの実施主体が、当該サービスの実施区域（以下
「第３層」という。）において行う個々の高齢者と当該サービスとのマッチングについては、事業の対象外とする。

8



生活⽀援体制整備事業が対象とする
「生活⽀援・介護予防サービス」を必要とする

高齢者像とサービスのあり方



フォーマルサービスとインフォーマルサービスの関係

出典：日本社会事業大学専門職大学院客員教授（元・厚生労働事務次官 、老健局長）蒲原基道氏 作成資料

【介護予防・重
度化防止】

例）
・地域の多様な
主体や役所内で
の連携
・地域資源開発



フレイルの特性

出典：飯島勝矢, “各論4トピックス1, 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 フレイル
検診への期待”, 長寿科学振興財団, 2021.を一部改変



2019年 Medical Science Digest「フレイル・サルコペニアの危険因子とその階層構造」 田中友規、飯島勝矢

フレイル発症・重症化の悪循環（フレイルサイクル）

活動量の低下が
基盤にある



参加している組織の種類と要介護認定リスク

住民主体の「通いの場」だけでは足りない



参加している地域組織の数が多いほど要介護認定リスクが少ない



生活⽀援・介護予防と市場サービス等の役割

出典：令和2年度老人保健健康増進等事業「自治体と民間企業の協働による都市部における地域
づくりの展開に向けた調査研究事業」国際長寿センター

ヘルパーと同じ役割を住民に
担ってもらうことが目的ではない



生活⽀援体制整備事業の現状



○ 生活支援コーディネーターは、第１層では97.3％、第２層では72.6％の市町村で配置されている。
また第１層では27.6％、第２層では49.9％の市町村が２人以上の生活支援コーディネーターを配置している。

○ 協議体は、第１層では93.4％、第２層では64.7％の市町村で設置されている。

生活支援コーディネーターの配置

市町村数 割合

配置あり 1,694 97.3％
(うち２人以上配置) (481) (27.6％)

配置なし 43 2.5％

無回答 ４ 0.2％

市町村数 割合

配置あり 1,264 72.6％
(うち２人以上配置) (869) (49.9％)

配置なし 388 22.3％

無回答 89 5.1％

0.2%

0% 20% 100%40% 60% 80%

配置あり 配置なし 無回答

第２層 72.6% 22.3%

0% 20% 80% 100%40% 60%

配置あり 配置なし 無回答

第１層

n＝1,741（単数回答）
n＝1,741（単数回答）

※ 第１層と第２層が同一である自治体も含む。
※ 配置人数は、市町村における配置人数の総数を指
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協議体の設置

市町村数 割合

設置あり 1,626 93.4％
(うち２以上設置) (42) (2.4％)

設置なし 106 6.1％

無回答 ９ 0.5％

93.4% 6.1%

0.5%

0% 20% 100%40% 60% 80%

設置あり 設置なし 無回答

第１層

n＝1,741（単数回答）

市町村数 割合

設置あり 1,126 64.7％
(うち２以上設置) (692) (39.7％)

設置なし 517 29.7％

無回答 98 5.6％

64.7% 29.7%

5.6%

0% 20% 80% 100%40% 60%

設置あり 設置なし 無回答

第２層

n＝1,741（単数回答）
※ 第１層と第２層が同一である自治体も含む。
※ 設置数は、市町村における設置数の総数を指す。

⽣活⽀援体制整備事業 ⽣活⽀援コーディネーターの配置・協議体の設置状況（令和2年度）

※  「介護予防・日常生活支援総合事業等（地域支援事業）の実施状況（令和２年度実施分）に関する調査」（厚生労働省老健局老人保健課）より作成

97.3% 2.5%

厚生労働省資料



⽣活⽀援体制整備事業 ⽣活⽀援コーディネーターや協議体の活動／実績報告
（令和4年度調査中間集計）

○ 生活支援コーディネーターや協議体が行っている活動をみると、第１層・第２層ともに「地域の支援ニーズの把握」が最も多く
（87.5％、91.6％）、次いで第１層では「関係者間の情報共有」が、第２層では「社会資源の把握」が多かった（85.8％、85.7％）。

○ また、生活支援コーディネーターを配置するにあたり、実績としてどのような内容の報告を求めているかをみると、第１層・第２
層ともに「活動実績」が最も多く（63.4％、71.9％）、次いで「今後の課題や提案」が多かった（48.0％、48.7％）。

※ 令和４年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実施状況に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所) より作成（令和４年10月17日中間集計）

※ 全市町村（1,741市町村）に対する調査。上記は、生活支援コーディネーターや協議体を設置している市町村について、あてはまるものをすべて選択させることにより得たもの。

5.8%

81.6%

40.1%

61.0%

54.7%

37.7%

63.8%

85.7%

91.6%

5.0%

85.8%

38.2%

50.8%

53.2%

36.7%

60.4%

82.0%

87.5%

0.0% 30.0% 60.0% 90.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他

関係者間の情報共有

サービス提供主体間の連携支援

支援ニーズとサービスのマッチング

サービスの担い手の確保・養成

民間企業との連携•サービスの…

社会資源の開発（既存の活…

社会資源の把握

地域の支援ニーズの把握

第１層 第２層

生活支援コーディネーターや協議体が行っている活動

（ｎ＝1,182／799） （ｎ＝1,173／778） 0.0%

4.9%

10.4%

32.5%

48.7%

37.8%

39.2%

40.9%

71.9%

8.5%

13.4%

1.4%
2.3%

32.8%

48.0%

33.8%

30.7%

32.6%

63.4%

報告を求めていない

報告内容を特に設定していない

その他

収支決算報告書等の経費内訳

今後の課題や提案

会議録

地域ごとの課題の分析

把握した社会資源の一覧やマップ

活動実績

第１層 第２層

生活支援コーディネーターの実績報告

社会資源の開発（既存の活動
やサービスの強化を含む）

民間企業との連携・サービスの創出

厚生労働省資料



多様なサービスの整備状況



○介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防・ 生 活 支 援 サービス事業の訪問型サービス・通所型サービ
スの利用実人数の推移をみると、いずれも従前相当サービス以外のサービスの利用者数は増加している。

訪問型サービス

361,300 349,300 341,800

0

300,000

600,000

平成31年 令和２年 令和３年

介護予防・日常生活支援総合事業 利用実人数

平成31年 令和２年 令和３年

サービスＡ 59,793 72,684 84,798

サービスＢ 2,753 6,183 5,144

サービスＣ 847 1,526 1,892

サービスＤ 485 736 1,146

従前相当 361,300 349,300 341,800

単位：人

※ 従前相当サービス利用者数：介護給付費等実態統計（各年４月審査分）
※ サービスＡ・Ｂ・Ｃ・利用者数：以下調査より引用（いずれも調査時点は各年３月、調査回答自治体の利用者数のみを積み上げたもの。）
• 令和元年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」（株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所）（令和２年３月

）
• 「介護予防・日常生活支援総合事業等（地域支援事業）の実施状況（令和元年度実施分）に関する調査」（厚生労働省老健局老人保健課）（令和３年３月）
• 「介護予防・日常生活支援総合事業等（地域支援事業）の実施状況（令和２年度実施分）に関する調査」（厚生労働省老健局老人保健課）（令和４年３月）※ 参考：平成29年の利用実人数 訪問型サービスの従前相当以外は24,230人、従前相当は416,700人／通所型サービスの従前相当以外は46,434人、従前相当は564,700人

平成30年の利用実人数 訪問型サービスの従前相当以外は49,729人、従前相当は376,000人／通所型サービスの従前相当以外は77,335人、従前相当は562,300人

59,793 72,684

1,

5,
84,798

485
847

2,753

736

1,526

6,183

1,146
892

144
40,000

80,000

120,000

平成31年 令和２年 令和３年
サービスＡ サービスＢ サービスＣ サービスＤ

63,878

81,129
92,980

従前相当以外

0

従前相当

通所型サービス

566,100 534,100 536,400

0

300,000

600,000

平成31年 令和２年 令和３年

単位：人

1

62,122

1

77,567

0,791
12,

88,394

7,660
2,022

11,378
9,831

350

40,000

80,000

120,000

平成31年 令和２年 令和３年

サービスＡ サービスＢ サービスＣ

81,804

99,736 110,575従前相当以外

0

従前相当

いずれも平成31年以降とは調査時点が異なり、各年６月の数値
であることから、グラフには表示していない。

平成31年 令和２年 令和３年

サービスＡ 62,122 77,567 88,394

サービスＢ 12,022 10,791 12,350

サービスＣ 7,660 11,378 9,831

従前相当 566,100 534,100 536,400

厚生労働省資料



介護予防・日常⽣活⽀援総合事業 訪問型サービスAの基準
（令和４年度調査中間集計）

○ 介護予防・日常生活支援総合事業について、訪問型サービスA（指定事業者による実施・委託による実施）の基準
の定め方をみると、訪問型従前相当サービスと比較して、指定事業者による実施・委託による実施ともに「従事者
の資格要件として独自の研修受講等を認める」を行った市町村が最も多く（64.3％、72.2％）、次いで「従事者の
配置人数の下限を低く設定する」を行った市町村が多かった（55.8％、48.5％）。

14.2%

23.1%

26.6%

20.1%

17.8%

30.8%

31.4%

72.2%

48.5%

12.7%

35.9%

25.2%

22.5%

23.7%

37.1%

39.1%

64.3%

55.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

※ 令和４年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実施状況に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所) より作成（令和４年10月17日中間集計）
※ 全市町村（1,741市町村）に対する調査。上記は、管内に訪問型サービスA事業所がある市町村に対し、基準緩和の例としてあてはまるものをすべて回答させることにより得たもの。

その他

常勤でない管理者を認める

サービス提供責任者の資格要件として独自の研修受講…

サービス提供責任者の同一敷地外の事業所への兼務を…

サービス提供責任者の定期巡回•随時対応型訪問介護…

常勤でないサービス提供責任者を認める

サービス提供責任者の配置人数の下限を低く設定する…

訪問介護員の資格要件として独自の研修受講等を認める

訪問介護員の配置人数の下限を低く設定する

訪問型サービスA（指定事業者による実施）（ｎ＝448）

訪問型サービスA（委託による実施）（ｎ＝169）

訪問型サービスAの基準緩和の内容

サービス提供責任者の定期巡回・随時対応型訪問介護
看護や夜間対応型訪問介護以外への兼務を認める

サービス提供責任者の同一敷地外の事業所への兼務を
認める

サービス提供責任者の資格要件として独自の研修受講
者等を認める

訪問型サービス従事者の資格要件として独自の研修受
講者等を認める

サービス提供責任者の配置人数の下限を低く設定する
（50人に１人等）

訪問型サービス従事者の配置人数の下限を低く設定する

常勤ではないサービス提供責任者を認める

厚生労働省資料



介護予防・日常⽣活⽀援総合事業 通所型サービスAの基準
(令和４年度調査中間集計)

○ 介護予防・日常生活支援総合事業について、通所型サービスA（指定事業者による実施・委託による実施）の基準
の定め方をみると、通所型従前相当サービスと比較して、指定事業者による実施については「看護職員の配置を求
めない」を行った市町村が最も多く（65.3％）、委託による実施については「食堂、機能訓練室、静養室、相談室
及び事務室の全て又は一部を設けることを必須としない」を行った市町村が多かった（67.9％）。

1.3%

67.9%

32.7%

66.0%

61.0%

69.2%

57.2%

15.0%

57.0%

39.3%

63.4%

65.3%

64.7%

55.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

※ 令和４年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実施状況に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所) より作成（令和４年10月17日中間集計）

※ 全市町村（1,741市町村）に対する調査。上記は、管内に通所型サービスA事業所がある市町村に対し、基準緩和の例としてあてはまるものをすべて回答させることにより得たもの。

その他

食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室の全

て又は一部を設けることを必須としない

常勤でない管理者を認める

機能訓練指導員の配置を求めない

看護職員の配置を求めない

生活相談員の配置を求めない

介護職員の配置人数の下限を低く設定する

通所型サービスA（指定事業者による実施）（ｎ＝481）

通所型サービスA（委託による実施）（ｎ＝159）

通所型サービスAの基準緩和の内容

食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室の
全て又は一部を設けることを必須としない

厚生労働省資料



地域⽀援事業実施要綱・総合事業ガイドラインの改正



高齢者や多様な主体の参画を通じた地域共⽣社会の実現・地域の活性化

多様な主体の参入を促進

○高齢者の地域での生活は、医療・介護専門職との関わりのみならず、地域の住民や産業との関わりの中で成立するもの。また、高齢
者自身も多様な主体の一員となり、地域社会は形作られている。

○総合事業の充実とは、こうした地域のつながりの中で、地域住民の主体的な活動や地域の多様な主体の参入を促進し、医療・介護
の専門職がそこに関わり合いながら、高齢者自身が適切に活動を選択できるようにするものである。

○総合事業の充実を通じ、高齢者が元気なうちから地域社会や医療・介護専門職とつながり、そのつながりのもとで社会活動を続け、 介
護が必要となっても必要な支援を受けながら、住民一人ひとりが自分らしく暮らし続けられる「地域共生社会」の実現を目指していく。

元気～フレイル予防 フレイル～要支援 要介護や認知症

地域との
関わり

医療・介護
との関わり

高齢者自身が多様な選択肢をつなげ生活

趣味 外出 ｺﾐｭﾆﾃｨ 住民 買い物 就労

医療・介護専門職とのつながりは希薄

心身の機能の低下により少しずつのあきらめがはじまる

総合事業の実施主体は介護サービス事業者が太宗を占める

趣味 就労
外出 ｺﾐｭﾆﾃｨ 住民

買い物

総合事業

ｺﾐｭﾆﾃｨ 住民 買い物外出

これまでどおりの生活の選択肢をあきらめてしまう

様々な医療・介護サービス

適切かつ十分な医療・介護サービスの提供

地域との
関わり

医療・介護
との関わり

適切な介入によりこれまでの生活に

地域の人と資源がつながり地域共生社会の実現や地域の活性化

引き続き選択を継続

80歳・85歳になって
も 選択肢をつなげ生
活

充実

地域がチームとなって総合事業を展開

選択肢の拡大
尊厳を保持し自立した生活

職専門 専門職

主体的な参加

早期発見

早期からの
つながり

適切な選択の支援

サービスサービス



総合事業の充実に向けた工程表

第８期 第９期（集中的取組期間） 第10期

2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9)

６月～9月 10月～12月 1月～3月

介護保険部会

検討会

多様なサービ
スの充実によ
る利用者の
選択肢拡大

継続利用要
介護者の総
合事業利用
の促進

多様なサービ
ス充実のため
の運用面での
見直し・予算
の拡充等

効果の検証

告示・ガイド
ライン改正

10期計画に
反映

多様なサービ 多様なサービスの計画的な整
スの見込み量 備の推進

対象者モデ
ルの検討

インセンティブ交付金・地域づくり加速化事業で支援

取組の状況も踏まえ、総合事業の効果検証手法について具体化を検討

部会報告（中間整理・工程表）

サービスB按分
ルール見直し

省令改正

国・都道府県で生活支援体制整備事業のプラットフォーム構築生活支援体制整備事業の
基準単価の見直し

従前相当サービスの基準・報酬について改正

多様な主体によるサービスに対応した基準・報酬モデルを提示

国 都道府県 市町村

多様なサービスの運営モデル検討（老健事業）

継続利用要介護者がサービスAを利用可能に

継続利用要介護者がサービスBをより一層使いやすく

多様な主体の参画は認知症の人の地域とのつながりにも寄与
認知症基
本法公布

基準・報酬
告示改正

ガイドライン
改正

ガイドライン
改正

介護予防ケアマネジメント手法の検討（老健事業）
介護予防ケアマネジメントの加算例を提示
例）孤立する高齢者をサービスにつなげた場合、サービス利用後に社会参加につなげた場合、

地域のリハビリテーション専門職と連携した場合を評価

新
た
な
地
域
づ
く
り
戦
略

中間整理

対象者モデルと評価指標の検討（老健事業）



多様なサービス・活動の例
（ガイドライン改正）

〇実施要綱の改正内容について具体的なイメージができるよう、事業例について、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」（平成27年６月
５日老発0605第５号厚生労働省老健局長通知）の一部を改正。

従前相当サービス 多様なサービス・活動

専門職による専門的な支援ニーズに総合的に応えるサービス

想定される対象者は、進行性疾患や病態が安定しない者など

サービスの内容は総合的なものであるほか一定の制約あり

地域住民を含む地域の多様な主体により展開されるサービスや活動

想定される対象者は、地域とのつながりの中で生活する要支援者等

サービスの内容は高齢者の視点に立って検討される

選択

支援

【高齢者の選択肢の拡大の視点にたった多様なサービス・活動A・B(D)のイメージ】

地域住民が担い手となって活動することができる活動
介護予防のための地域住民等による見守り的援助の実施
➥ 多世代の地域住民が高齢者に対する生活支援や介護予防のための見守り的援助

等を実施する（多様なサービス・活動の利用者が、自身ができる範囲で活動すること
も想定される）

➥ （有償・無償）ボランティア活動による場合は、サービス・活動Ｂ、雇用（ボランテ
ィアとの選択も可）による場合など、地域の多様な主体への委託による活動として
実施する場合は、訪問型サービス・活動Ａとなる

訪問型の多様なサービス・活動のイメージ 通所型の多様なサービス・活動のイメージ

高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援を行う活動 など
➥地域の訪問型サービスの利用者の支援ニーズを把握した結果、例えば、掃除がその

大宗を占める場合、掃除に特化したサービス・活動を提供
➥ 地域の清掃業者に委託等を行う場合、サービス・活動Ａとなる

通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援
➥地域住民の互助活動としての移動支援と付き添いであり、行き先は、介護予防・社

会参加の推進の観点から、市町村と地域住民とが協議のもと定める
➥原則としてサービス・活動Ｂ・Ｄでの実施を想定しているが、中間支援組織等への委

託を行う場合はサービス・活動Ａの一部として実施することも可能

※ 買い物支援については、通所型サービスを実施する場所あてに共同で配送を依頼することや、移
動販売を訪問型サービス・活動Ａとして実施することなども想定される

地域住民が担い手となって活動することができる活動
➥ 多世代の地域住民が高齢者や例えば子どもなどの見守りを行う場、高齢者が自身のス

キルを活かし、他の高齢者の支援を行う場、例えば農業などの地域産業と連動し、食
品の加工や農作業などを行う場（多様なサービス・活動の利用者が、自身ができる範
囲で活動することも想定される）

➥ 訪問型サービスと同様

セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣づけのための活動
➥外出機会の低下等がみられる者、サービス・活動Ｃの利用終了直後の者などに対す

る運動習慣づけのための活動
➥民間の運動・健康づくり施設への委託等（期間を定めて支援し、終了後は自主的な

活動（セルフケア）に移行すること）を想定

高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動
➥ 高齢者が興味・関心があり、今後の外出機会の向上や社会参加に資する活動と連動

するような、ITリテラシーの向上やスキルアップのための学習活動やサークル活動等への
参加を支援

➥ 当該活動を実施する多様な主体への委託等が想定（利用者の自己負担等に関わ
りのない活動経費の一部を定額で支援する手法が適切）

住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴・食事等の支援
➥多世代の地域住民が集まる場で、高齢者同士が入浴時の見守りや食事等の支援（

配膳等）を行う活動
➥ 入浴施設、公民館、図書館など地域の多様な空間を活用することを想定



〇国が示す総合事業の類型について、あくまでも制度に基づく実施手法等による分類であること、多様なサービス・活動は、高齢者の目線に立ち、選択肢の拡充
を図るものであることを明確化。

• 高齢者が担い手となって活動（就労的活動を含む。）できるサービス、高齢者の日常生活支援を行うサービスなど、高齢者の目線に立ったサービスのコンセプトを軸とする多様な事業のあり方の例示
• 予防給付時代の制度的分類にとらわれない、訪問と通所、一般介護予防事業、高齢者の保健事業や保険外サービスなどを柔軟に組み合わせた新たなサービス・活動モデルの例示
など、高齢者がその選択と参加の際にわかりやすく、また、市町村がこれまで国が示してきたサービス類型に縛られず総合事業を弾力的に展開できるような事業のあり方を検討することが必要である。

多様なサービス・活動の分類（交付金の取扱いによるもの）

実
施
要
綱
改
正
後

従前相当サービス

多様なサービス・活動

サービス・活動B、
サービス・活動D（訪問型のみ）

（住民主体によるサービス・活動）

サービス・活動Ｃ
（短期集中予防サービス）

そ
の
他

サービス・活動A
（多様な主体によるサービス・活動）

指定 委託

実施手法 指定事業者が行うもの（第１号事業支給費の支給） 委託費の支払い 活動団体等に対する補助・助成 委託費の支払い

こ
れ
ら
に
よ
ら
な
い
も
の

（
委
託
と
補
助
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
）

想定される
実施主体

介護サービス事業者等
（訪問介護・通所介護等事業者）

介護サービス事業者等以外の多様な主体
（介護サービス事業者等）

ボランティア活動など地域住民の主体的
な活動を行う団体
当該活動を支援する団体

保健医療に関する専門的な知識を有す
る者が置かれる団体・機関等

基準 国が定める基準※1を例にしたもの サービス・活動の内容に応じて市町村が定めるもの

費用
国が定める額※2（単位数）

サービス・活動の内容に応じて市町村が定める額
額の変更のみ可 加算設定も可

対象者

要支援者・事業対象者 要支援者・事業対象者
継続利用要介護者

要支援者・事業対象者
継続利用要介護者

※ 対象者以外の地域住民が参加することも想定

要支援者・事業対象者のうち、目標達成
のための計画的な支援を短期集中的に行
うことにより、介護予防・自立支援の効果が
増大すると認められる者

サービス内容
（訪問型）

旧介護予防訪問介護と同様*
* 身体介護・生活援助に該当する内容を総

合的かつ偏りなく老計10号の範囲内で実
施することが求められる

高齢者が担い手となって活動（就労的活動を含む。）することができる活動
介護予防のための地域住民等による見守り的援助の実施
高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援*を行う活動 など
* 市町村の判断により老計10号の範囲を越えてサービス・活動を行うことも可能

通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援（原則としてＢ・Ｄでの実施を想定）
対象者に対し、３月以上６月以下の期
間を定めて保健医療に関する専門的な
知識を有する者により提供される短期集
中的なサービス

サービス内容
（通所型）

旧介護予防通所介護と同様*
* 運動器機能向上サービス、入浴支援、食

事支援、送迎等を総合的に行うことが求めら
れる

高齢者が担い手となって活動（就労的活動を含む。）することができる活動

セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣をつけるための活動
高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの
住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴、食事等を支援する活動 など

送迎のみの実施

支援の
提供者

国が定める基準による 市町村が定める基準による

訪問型:訪問介護員等
サービス提供責任者

通所型:生活相談員、看護職員
介護職員、機能訓練指導員

地域の多様な主体の従事者
高齢者を含む多世代の地域住民
（有償・無償のボランティア）

有償・無償のボランティア
マッチングなどの利用調整を行う者

保健医療専門職

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正



⇒対象者の数によらずボランティア活動全体に対する奨励金を補助することが可能

＊この取扱いによる場合も、対象者のみの事業を実施する場合と同様に、市町村は、総合事業の対象者の数
について、適宜適切に把握（団体等の負担に配慮し、把握時期を年度内の適切な時期とすることや、利
用実績の有無によらず登録者の数とすること等も可能）すること

住民主体のサービス・活動の推進
（サービス・活動Ａ・Ｂ(Ｄ)における総合事業対象者以外の参加者に係る委託費・補助等の取扱い）

改
正
前

実
施
要
綱
改
正
後

〇サービス・活動Ａを委託により実施する場合の委託費や、サービス・活動Ｂ(Ｄ)の補助等の対象経費について、総合事業の対象者以外の地域住民が参加す
る場合のルールについて、地域の多様な主体の参画を推進する観点から見直し。

住民主体サービスについて、全利用者の半数以上が要支援者・事業対象者・継続利用要介護者である場合、地域共生社会の推進の観点から事業費を按分せず全額を地域支援事業
交付金の交付対象とする取扱いとしている。他方、利用人数の記録・交付金の申請額の計算等に住民コストが発生することを踏まえ、住民活動を地域で幅広く展開していく観点から、更な
る方策を検討することが必要である

補助対象経費

活動に係る「間接経費」の範囲内で市町村の裁量により定める

例）
活動の立上げ支援に要する費用
活動場所の借上げに要する費用
光熱水費
利用者の利用調整等を行う者に対する人件費 ＊
支援者のボランティア活動に対する奨励金（謝礼金）

＊支援者の人件費は対象とならないが、人件費を補助等している利用調整等を行う者が利
用者に対し支援することは妨げない。

総合事業対象者以外の参加者がいる場合のルール

サービス・活動Ｂ・Ｄに該当する活動の参加者（総数）

要支援者
事業

対象者
継続利用
要介護者対象者

数割合

対象者数割合が50％以上・・・対象経費の全額を補助等可能
対象者数割合が50％未満・・・対象経費の額×対象者数割合を補助等可能

令和６年度以降、地域住民を含む多様な主体にょる活動の促進を図る観点から、以下の取扱いによる。※

市町村が、総合事業の対象者以外の参加者に対する活動を事業の目的を達成
するための附随的な活動と判断する場合は、以下の取扱いによることとする。

対象者数割合によらず、対象経費の一部を（定額）補助等すること
対象者に対する活動に支障がないと市町村が認める場合、（給付の場合の
兼務と同様）対象者以外の者に対する活動全体に対して補助等すること

対
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 象

者

生活支援の実施（訪問Ｂ） 買い物等の付き添い支援の実施（訪問Ｄ） 住民同士の食事や体操等の実施（通所Ｂ）

活動に係る「間接経費」の範囲内で市町村の裁量により定める

例）
活動の立上げ支援に要する費用
活動場所の借上げに要する費用
光熱水費
利用者の利用調整等を行う者に対する人件費 ＊
支援者のボランティア活動に対する奨励金（謝礼金）

＊支援者の人件費は対象とならないが、人件費を補助等している利用調整等を行う者が利
用者に対し支援することは妨げない。

※ 市町村の判断により、改正前の方法により補助を行うことも可能

地域の多様な主体による活動の展開が阻害される可能性

サービス・活動Ａの委託費についても、同様の考え方によることができる。
※この場合、「ボランティア活動に対する奨励金」については、委託業務に従事する職員の人件費等を

含めることとし、対象経費については、その他の直接経費を含むことができる。



⽣活⽀援コーディネーターによる地域住民と地域の多様な主体との連携の推進
（⽣活⽀援体制整備事業における住民参画・官民連携推進事業の創設）

〇高齢者の目線に立ち、地域で一層の多様なサービス・活動の充実を図るためには、生活支援体制整備事業を活用し、地域住民の関心事項を引き出し、高
齢者の日常生活を取り巻く様々な活動とをつなげていくことが重要。

〇このため、生活支援体制整備事業について、住民や地域での活動に取り組む民間企業等とをつなげるための活動についての評価を拡充する。

生活支援体制整備事業の活性化を図るため、生活支援コーディネーターが、その活動や協議体運営を通じ、地域住民の活動とそれ以外の多様な主体の活動とをつなげる活動を評価する
などの検討が必要である。

高齢者を含む
多世代の地域住民

NPO・企業など
の多様な主体

介護事
の専門

業者等
職等

市町村

で

強み

強み強み

強み

専門的な支援
社会参加・
つながり

介護予防・
認知症施策

地域の力を引き出し地域づくりをプロデュース

生活支援コーディネーター・協議体が行う住民参画・官民連携推進事業（新設）

タウンミーティングやワークショップの開催等
地域住民、医療・介護関係者及び地域での活動に取り組む民間企業等
を含む多様な主体が地域課題等の洗い出しや解決策・必要となる事業
等の検討を行う場の設置

多様なサービス・活動の実現に向けたプロジェクト化
地域での活動に取り組む民間企業等との連携・協働のもとで行う地域住
民へのインタビュー、マーケティング、デザイン（既存事業の見直し等を含む
。）等の実施

多様なサービス・活動を地域に実装するための試行的実施に係る支援
総合事業としての全地域での本格実施まで、地域での活動に取り組む民
間企業等と地域住民の協働のもとで行う事業が自走するまでの期間におけ
る事業費の補助等

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地域がチームとなって総合事業を展開

選択肢の拡大

適切な選択の支援

様々な活動

民間企業、協同組合、シルバー人材
センター、ＮＰＯ法人、地域の産業
等に携わる団体等による多様な活動

住民・地域レベルでの
支え合い活動

生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置）の標準額
■第１層（市町村区域） 8,000千円 × 市町村数（※）
■第２層（中学校区域） 4,000千円 × 日常生活圏域の数

※ 指定都市の場合は行政区の数
一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数

住民参画・官民連携推進事業の実施
4,000千円 × 市町村数（※）

検討・事業化の支援

総合事業で
地域の力を
組合せる



高齢者の選択肢の拡大に向けた総合事業の事業評価の推進

〇法第115条の45の２において、市町村は、定期的に総合事業の実施状況について、調査・分析・評価を行うとともに、その結果に基づき必要な措置を講ず
るよう努めるものとされており、当該調査・分析・評価事務については、一般介護予防事業評価事業として実施することが可能。

〇具体的な評価のあり方については、今後、検討を深めることとしているが、国において実施要綱に示す評価の留意点について、介護予防・日常生活支援総
合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理で示された４つの視点を踏まえ、見直しを行う。

総合事業の評価指標の見直しに当たっては、・ 高齢者一人一人の介護予防・社会参加・自立した日常生活の継続の推進の状況 ・ 高齢者の地域生活の選択肢の拡大 ・ 地域の
産業の活性化（地域づくり） ・ 総合事業と介護サービスとを一連のものとして地域の介護サービスを含む必要な支援を継続的かつ計画的に提供するための体制づくりの４つの観点を
盛り込むことが必要であると考えられる。

ハイリスク・

アプローチ

高齢者の

選択肢の拡大

２

ポピュレーション・

アプローチ

３

調整済み軽度認定率

初回認定者の平均年齢

在宅継続数・率

従前相当サービスが
位置づけられたプラン
の割合

多様なサービス・活動
の種類・数

出前講座・説明会等
の開催数
通いの場の箇所数
体力測定会の開催数
広報活動の回数

３つのアプローチ プロセス アウトプット アウトカム 最終アウトカム

１

孤独・孤立等の状態に
ある高齢者へのアウトリ
ーチ支援の実績等

サービス・活動Cなど専
門職による支援を想定
するサービス・活動の開
催回数・参加者数等

生活支援コーディネー
ターや協議体等による
取組実績

総合事業の充実に向けた評価指標の例

多様なサービス・活動
の参加者数等
出前講座・説明会等
に出席した住民の数
通いの場の参加者数

多様なサービス・活動
に対する継続参加率
社会参加率
通いの場の75歳以上
高齢者の年代別参加
率・継続参加率

孤独・孤立等の状態に
あった高齢者の地域の
活動の参加者数 想定
対象者に占める実際の
参加者数
参加者の参加前後の
生活状況等の変化

孤独・孤立等の状態
にあった高齢者の地域
の活動の継続参加率
社会参加率
参加者の一定期間後
の生活状況等

高齢者

の視点

保
険
者
の
視
点

人材

の視点

財政

の視点

評価のための前提となる考え方

高齢者の地域での生活
や選択（活動）がどの
ように変化したか
高齢者にかかわる活動に
地域の多様な主体がど
のように関与しているか

あらかじめ決められた予
算（上限額や介護保険
事業計画等）の範囲内
で実現できているか

地域住民などの多様な
主体による参画が進み、
そこに医療・介護の専門
職がゆるやかに関われて
いるか。



生活⽀援体制整備事業の成果



地域包括⽀援センター
ゲートキーパー

ケアマネ
認知症

初期⽀援
チーム

地域ケア
会議

マッチング

地域
住民
団体
企業

生活課題情報

地域資源
情報提供

生活⽀援
コーディネーター

連携

医療機関
介護事業所

地域包括ケアシステムを⽀える生活⽀援コーディネーターの役割と成果

生活支援コーディネーターの成果は
「従前相当サービスが位置づけられたプランの割合」？

・資源開発、探査
・ネットワーク構築

（協議体の活用）

高齢者 住民



例えば・・・



Dさん（男性・70代後半・独居）

最近ふらつきが多く、先日自宅内で転倒した際に腰部圧迫骨
折を受傷し１か月間入院。その際、介護保険を申請して要支援
２を取得。

その後退院したが、別居の家族は再度の転倒骨折を心配し介
護サービスを利用する事を進める。

本人も、転倒に対する不安と意欲低下、家族に迷惑をかけた
くない思いが強くなっている。



Dさん（男性・70代後半・独居）

骨折前までは、自転車に乗って週３回買い物に出かけていたが、
事故を起こすと大変になるので、ヘルパーサービスで補う事になる。

趣味で週１回行っていた集会所で開催していた囲碁も移動中に転倒
すると危険なので、囲碁が出来るデイサービスを利用する事になる。

映画が好きでバスに乗って駅前の映画館に週１回行っていたが、乗
降時のステップに足が引っかかると危ないので、息子がオンデマンド
チャンネルを契約してくれた。



曜日 日 月 火 水 木 金 土

す
ご
し
方

囲碁仲間と井
戸端会議
（不定期）

買い物 囲碁教室 買い物 映画館 買い物

曜日 日 月 火 水 木 金 土

す
ご
し
方

ヘルパー デイサービス デイサービス ヘルパー

サービス導入前後の生活状況（多様な主体による生活支援、社会参加が活用できていない場合）

上記の介護保険サービスを利用した際の負担額
ヘルパー（訪問型A2） 月2,349単位×10円＝23,490円
デイサービス（通所型A6） 月3,621単位×10円＝36,210円
月合計 59,700円
年合計 716,400円

（各種加算などは含まず）



ヘルパーサービス

デイサービス

オンデマンド

買い物

囲碁 囲碁仲間との
井戸端会議

映画

活動量低下
筋力低下

認知能力低下
自己選択制限

等々

活動量低下
筋力低下

等々

活動量低下
筋力低下

認知能力低下
判断力低下

コミュニティの損失
等々

サービス利用により、一定程度の安
全確保やケガの発生を抑える事は出来
ますが、Dさんの生活習慣やコミュニ
ティが大きく変化し、活動量の低下以
外にも、意欲低下や認知能力の低下の
おそれが発生します。



元々の生活
要⽀援状態

（事業対象
者）

サービス

サービス 要介護状態

この期間をどれだ
け保てるかが重要

症状が進行したり、時間が過ぎ
てしまう程、元に戻すことが難
しくなる。

多職種連携によるリエイブルメントにより、フレイルを引き起こしかねないサービスの利用ではなく、元
の生活に戻っていくための支援が可能になります。

多職種連携によるリエイブルメント



曜日 日 月 火 水 木 金 土

す
ご
し
方

囲碁仲間と井
戸端会議
（不定期）

買い物 囲碁教室 買い物 映画館 買い物

曜日 日 月 火 水 木 金 土

す
ご
し
方

囲碁仲間と井
戸端会議
（不定期）

移動手段を活
用した買い物

移動手段を活
用した囲碁教
室

移動手段を活
用した買い物

移動手段を活
用した映画館

移動手段を活
用した買い物

サービス導入前後の生活状況(多様な主体による生活支援、社会参加が活用できている場合)

上記の介護保険サービスを利用した際の負担額
杖の貸与 1か月 ¥1,500
月合計 ￥  1,500
年合計 ￥18,000 （各種加算などは含まず）



フレイル・プレフレイルになった要支援高齢者に関わる人々と役割（移動手段を例に）

理学療法士等の
セラピストや

サービス事業所職員

ケアマネジャー 第2層生活支援
コーディネーター

行政職員

地域包括支援
センター

フレイルやプレフレ
イルになっている
要支援高齢者

地域の役員さん
や

友人・知人

意欲・自信に働きかける
支援を提供する

自立支援型ケアプランを作成する

介護予防の重要性を知り、

通いの場への誘い合う

高齢者と通い場のマッチングと
その移動手段を提案する

介護予防しやすい制度設計
で専門職が動きやすくなる

介護予防しやすい制度設計
で専門職が動きやすくなる

地域特性を知り、ニーズにあっ
た移動手段の検討・立案

地域資源・通い場・社会参加場所

地域を把握し、必要な
資源を構築する

地域を把握し、必要な
資源を構築する

フレイルやプレフレイルになっている高齢者（介護保険上では事業対象者や要支援者）の方々を以
前のような元の生活に戻ってもらうには、多数の専門職や地域の方、多種多様な支援策が必要です。
市町村はそれらを包括的に支援できる体制を構築する必要があります。（＝地域包括ケアシステム）

移動手段

第1層生活支援
コーディネーター



出典：令和2年度老人保健健康増進等事業「自治体と民間企業の協働による都市部における地域づくりの展開に
向けた調査研究事業」国際長寿センター（一部改変）

ヘ
ル
パ
ー
に

買
っ
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き
て
も
ら
う

自
分
で
ス
ー
パ
ー
に

行
っ
て
買
い
物

できる能力を奪い
廃用症候群を招く可能性

フォーマルサービスだけでの対応

高すぎる目標⇒意欲低下

自
分
で
ス
ー
パ
ー
に
行
っ
て

買
い
物

ヘ
ル
パ
ー
に
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っ
て
き
て
も
ら
う

通
い
の
場
ま

で
は
送
迎
、

自
分
で
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で
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が
買
い
物

袋
を
運
ん
で

も
ら
う

移
動
販
売
車

配
達
・
通
販

デ
マ
ン
ド

タ
ク
シ
ー

自
治
会
に
よ

る
移
動
⽀
援

（
ド
アto

ド

ア
）

訪
問
型
サ
ー
ビ

ス
Ｂ
を
活
用
し

た
付
添
⽀
援

市場サービスに他の選択肢があれば
心身の状況にあった生活⽀援の選択肢が増える

本人の多様性や⽣活のしづらさの原因ごとに選択ができる

市場サービスがあれば元の生活に戻る目標は立てやすい

⽣活⽀援によって活動量の低下を防ぎ、社会参加を促すことで元の⽣活に戻りやすくなる

生活支援・介護予防と市場サービス等の役割



コレクティブインパクト



コレクティブインパクト

出典：北海道大学高等教育推進機構CoSTEPフェロー西尾直樹氏作成資料（https://scienceportal.jst.go.jp/explore/opinion/20210415_e01/）



コレクティブインパクトを成功させる５つの条件

条件 内容

目指す姿や課題、打ち手の共有
全プレイヤーが、プロジェクトに関する問題意識や解決
のためのアプローチ方法を共有している

評価システムの共有
取組を評価するシステム・アウトカムの測定方法につい
て合意し、共有している

相互補完できる環境づくり
全プレイヤーが自身の強みや得意分野を活かし、相互
的に補完し合える

継続的なコミュニケーション
プレイヤー同士で継続的でオープンなコミュニケーショ
ンが交わされている

活動を支える（背骨）組織
全プレイヤーの活動に目を配り、サポートする専任のス
タッフがいる組織がある

出典：Kramer, M. R. and Pfitzer, M. W. [2016] “The Ecosystem of Shared Value”, Harvard Business Review, October, pp.1-11.を意訳



(ア) 目的 
生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が行うコーディネート

業務を支援し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備
を推進することを目的とする。
 
(イ) 役割 
ａ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の組織的な補完 
ｂ 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の可視化の推進（実態調
査の実施や地域資源マップの作成等） 
ｃ 企画、立案、方針策定を行う場（生活支援・介護予防サービスの担い
手養成に係る企画等を含む。） 
ｄ 地域づくりにおける意識の統一を図る場 
ｅ 情報交換の場、働きかけの場等 

協議体の目的と役割

（国）地域支援事業実施要綱 別記3「包括的支援事業（社会保障充実分）」より



(エ) 構成員 
協議体の構成員については、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）

のほか、市町村、地域包括支援センター等の行政機関、元気な高齢者をはじめとす
る多世代の地域住民が担い手として参加する住民主体の活動団体、地域運営組
織、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間
企業、シルバー人材センター、介護サービス施設・事業所、老人クラブ、家政婦
（夫）紹介所、商工会、民生委員等の地域の多様な主体の関係者で構成される
ことが想定される。 
また、介護保険制度以外の制度における事業（子育て支援等の福祉施策のほか

地域振興・活性化等を目的とする事業等を含む。）、民間市場における保険外サー
ビス、地域の支え合い活動等の多様な活動との連携を進めることは、生活支援コー
ディネーター（地域支え合い推進員）のコーディネート業務を補完し、活動の推進や
具体化を進める観点から重要であり、配食事業者、移動販売事業者、移動支援団
体等、地域の高齢者の生活支援・介護予防に資する活動実績を有する又は参入を
予定している民間企業等も参画することが望ましい。 
なお、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の活動状況に応じ、

協議体で取り扱うべき内容や関係者は異なることから、協議体の構成員は固定的
である必要はなく、適宜適切な者の参画を促すこと。

協議体の構成団体

（国）地域支援事業実施要綱 別記3「包括的支援事業（社会保障充実分）」より



函南町の協議体のかたち
(住民)

自分ごと実
感・

当事者が参
加！

これまでの検討テーマ
①地域の見守り支援体制 ②移動支援
③人財活用(2019～)

④住民･専門職の意識変容(2021～)

⑤複合課題を抱える世帯への支援(2021～)

住民（ボランティア活動者、民生委員、当事者）
配食サービス事業者、コンビニエンスストア、ガス事業者、新聞配達事業者、
障害福祉サービス事業者、警察、消防、郵便局、社会福祉法人（特養）、
宅建協会、ハローワーク、シルバー人材センター、ジョブステーション
行政（福祉課、企画財政課:ｺﾐｭﾆﾃｨ担当、総務課:公共交通担当）
地域包括支援センター、社会福祉協議会、ＳＣ 等々

＊テーマごと、参加メンバーは入替制（下線は常に参加）

■生活支援体制整備協議体（名称:地域の支えあい協議会）



第1層 市町村全域 中間支援
組織

地縁組織

社協 包括

市町村

協議体
NPO

民間企業
ボランティア
団体

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

協議体

地区社協

包括NPO

意欲ある
住民

コーディネーター・協議体の配置・構成のイメージ

町内会 包括

介護サービ
ス事業所

意欲ある
住民

協議体

○ コーディネーターとして適切な者を選出するには、「特定の団体における特定の役職の者」のような充て職による任用ではなく、
例えば、先に協議体を設置し、サービス創出に係る議論を行う中で、コーディネーターにふさわしい者を協議体から選出するよう
な方法で人物像を見極めたうえで選出することが望ましい。
○ 協議体は必ずしも当初から全ての構成メンバーを揃える必要はなく、まずは最低限必要なメンバーで協議体を立ち上げ、徐々
にメンバーを増やす方法も有効。
○ 住民主体の活動を広める観点から、特に第２層の協議体には、地区社協、町内会、地域協議会等地域で活動する地縁組織や
意欲ある住民が構成メンバーとして加わることが望ましい。
○ 第３層のコーディネーターは、サービス提供主体に置かれるため、その提供主体の活動圏域によっては、第２層の圏域を複数
にまたがって活動が行われたり、時には第１層の圏域を超えた活動が行われたりすることも想定される。

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

第1層コーディネー
ター

第２層
コーディネーター

第３層
コーディネーター

2層協議体のメンバーは数名でよいし、地域によって異なっていてよい

協議体のメンバーはテーマ別でよい



ロジックモデル



PDCAサイクルと評価

Do

Check

Action

何をもって良い計画？
→セオリー評価≒ロジックモデル

何をもって良い実行？
→プロセス評価

何が正しい評価？
→インパクト評価・コストパフォーマンス評価
計画の実行によって、目指す姿（成果）が達
成されたか？

何が正しい改善？
→セオリー評価
ロジックモデルの改変
評価の結果に基づき、
取組みを改善する。

Plan

Plan

次年度の計画

50



図：W.K.Kellogg Foundation. Logic Model Development Guide, 2003、 Rossi, et al. プログラム評価の理論と方法、をもとに作成
51

例：

初期 中間 最終

効果
（インパクト）

中間成果

（アウトカム）

最終成果

（アウトカム）

運動機能向上プログラムをやったら 高齢者の運動機能が向上し、自立した生活ができる

運動機能向上
プログラム
の効果

投入

(インプット)

活動

(アクティ
ビティ)

結果

(アウトプット)

初期成果

（アウトカム）

地域の高齢者
の運動機能が
向上した

高齢者が要介
護状態となる
ことを予防で

きる。

事業費

○○円

リハ職による
運動機能向上
プログラム
を実施

（週１×12回）

〇箇所
〇〇人
参加

参加者の
運動機能が
向上した

働きかける主体（自治体）の動き

≒手段
働きかけた相手（住民・地域等）の変化

≒目的

ロジックモデル：投入・活動・結果・成果の論理構造図
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現場で把握する指標 マクロデータ（介護予防日常⽣活圏域ニーズ
調査等）で把握する指標



介護保険事業計画の介護予防等の「取組と目標」の設定

計
画
へ
記
載

進
捗
管
理

目
標
へ
の
到
達
に
向
け
て
、
関
係
者

と
の
議
論
を
踏
ま
え
た
施
策
検
討

STEP2：次期計画作成のための調査と考察STEP1：前期計画の進捗管理、考察

（ア）実施した事業量の進捗管理

•設置個所数は？参加人数は？

•実施した内容は？参加者の属性は？

（イ）参加者への影響の確認

•生活が変わったか？機能が改善したか？

•改善した人/しなかった人の特徴は？

（ウ）地域への影響の確認

•生活が変わったか？機能が改善したか？

•改善した人／しなかった人の特徴は？

１年目の取組

実績の自己評価

（２年目６月）

２年目の取組

実績の自己評価

（３年目６月）

３年目の取組

実績見込の考察

（３年目１０月）

（ア）現在の
取組の検証

（イ）廃止、見
直し、継続、
拡充

（ウ）新たな取
組の必要性
は？

地域ケア会議等による新たな課題の発見

•地域に共通する課題は？

•地域に潜在する社会資源は？

（ア）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

•参加者に改善はみられているか？

•地域全体の改善につながりそうか？

（イ）保険者独自の調査・ヒアリング

•地域包括支援センターへのヒアリング

•インフォーマルな取組の現状調査

•取組等への参加が難しい人の把握

•新たな取組の開始の予定、動き

•住民の意識、希望

（ウ）好事例の参照

•生じている課題に有効な取組は？

•どれくらいの効果が見込める？

進捗管理の方法の設定

•計測方法

•計測の時期

STEP3：（エ）目標数値の設定

•設置数、参加人数

•期待される効果

自立支援、介護予防、 重度
化防止の取組の設定

反
映

反映

反映

反映

STEP3：次期計画に
記載する「取組と
目標」の検討

※上記の図においては各年度の自己評価を示しているが、中間地点における実績を参考に、次年度の取組や事業の改善の必要性を考察するため、半期ごとに自己評価することが望ましい。

（４）

厚生労働省資料



バックキャスティングで考える



フォーキャスティングとバックキャスティング

出典：視覚会議https://shikaku-kaigi.jp/pickup/backcasting/



投手力が

高まっている

打力が

高まっている

先発投手の強化

抑え投手の強化

4番打者の強
化

機動力の強化

各選手守備力強化

最終アウトカム中間アウトカム施策アウトプット

実行

チーム防御率
5位→2位

チーム打率
4位→2位

連携プレーの強化

野球の場合（立案時）

リーグ優勝する

リーグ順位

6位→1位

出典：国際医療福祉大学教授埴岡健一氏講演資料の一部を改変
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守備力が

高まっている

実行

実行

実行

実行

実行

併殺率、エラー率
6位→2位



練習①
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マラソンの大会で、完走したい！！



マラソン大会で
完走する！

必要なこと
（中間アウトカム）

自分がやること
（アクティビティ）

最終ゴール
（最終アウトカム）

そのためにそのために

だからこうなる だからこうなる



リーグ優勝する

投手力が
高まっている

打力が
高まっている

守備力が
高まっている

先発投手の強化

抑え投手の強化

4番打者の強化

機動力の強化

各選手守備力強化

連携プレーの強化

野球チームを再建する！ ①ロジックモデルを作る

最終アウトカム中間アウトカム施策アウトプット

フロント、監督・コーチ、
選手の取り組み

戦力に起こる変化 チーム成績に起こる変化

右から考える

図：国際医療福祉大学教授埴岡健一氏講演資料

そのためにそのために

だからこうなる だからこうなる



野球チームを再建する！ ②評価指標を決める

最終アウトカム中間アウトカム施策アウトプット

フロント、監督・コーチ、
選手の取り組み

戦力に起こる変化 チーム成績に起こる変化

右から考える

図：国際医療福祉大学教授埴岡健一氏講演資料

リーグ優勝する

投手力が
高まっている

打力が
高まっている

守備力が
高まっている

先発投手の強化

抑え投手の強化

4番打者の強化

機動力の強化

各選手守備力強化

連携プレーの強化

リーグ順位
6位→1位

チーム防御率
5位→2位

チーム打率
4位→2位

エラー率
6位→2位

そのためにそのために

だからこうなる だからこうなる



野球チームを再建する！ ③評価する

リーグ優勝する

投手力が
高まっている

打力が
高まっている

守備力が
高まっている

先発投手の強化

抑え投手の強化

4番打者の強化

機動力の強化

各選手守備力強化

連携プレーの強化

最終アウトカム中間アウトカム施策アウトプット

フロント、監督・コーチ、
選手の取り組み 戦力に起こる変化 チーム成績に起こる変化

図：国際医療福祉大学教授埴岡健一氏講演資料

リーグ順位
6位→1位

チーム防御率
5位→2位

チーム打率
4位→2位

エラー率
6位→2位

①目標に対して効果が期待できる取組みだったか？

②計画通りにやった？

③やったことが効いた？
④効果は投じたお金にみあっていた？



事業の「目的」に立ち返りながら検討を行う

出典：「行政事業レビューシート作成ガイドブック～EBPMの手法を用いた行政事業レビューの効果的な実施に向けて～」暫定版，
令和６年１月18日，内閣官房行政改革推進本部事務局を一部改変



グループワーク
「高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるために」



グループワークの前に
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・司会、書記、発表者を決めてください。

・「高齢者自身が適切に活動を選択できるようになること」について、
現時点で思ったことをグループ内に共有してください。
（一言ずつ）



グループワーク①
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１．【グループワーク】
高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるためには、
地域がどのような状態になっている必要があるのか（最終ア
ウトカム）、模造紙に書き出してください。

高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるために



〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

高
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者
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身
が
適
切
に
活
動
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
る

〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

〇
〇
〇
〇

➀〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

仮説

課題仮説

インプット

誰に

アクティビティ

どう働きかける

アウトカム

成果目標

インパクト

ありたい姿

〇〇市

現状

➢ 〇〇〇

➢ 〇〇〇

課題

➢ 〇〇〇

➢ 〇〇〇

真因

➢ 〇〇〇

➢ 〇〇〇

〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

➁〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

③〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

④〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

アウトプット

活動目標

初期 最終中間

誰が どうする



グループワーク②
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２．【個人ワーク】

高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるために、
協議体の構成員※のうち、「誰がなにをする必要があるか
（アクティビティ）」を付箋に一人５枚以上、できる限り具
体的に記載してください。

※行政（高齢者福祉担当課、市民協働担当課、社会教育担当課
など）、第１層ＳＣ、第２層ＳＣ、地域包括支援センター、社
会福祉協議会、ＮＰＯ法人、民間企業、協同組合、ボランティ
ア、社会福祉法人、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー
人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員
などがなにをするのか

高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるために

１付箋には１事項



グループワーク③
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３．【グループワーク】
その付箋を、選んだ理由と共に模造紙に出していきます。
同じ内容のアクティビティはまとめ、上から実施主体別に
並べます。

高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるために



〇〇〇〇〇
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誰に
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どう働きかける

アウトカム

成果目標

インパクト

ありたい姿

〇〇市

現状

➢ 〇〇〇

➢ 〇〇〇

課題

➢ 〇〇〇

➢ 〇〇〇

真因

➢ 〇〇〇

➢ 〇〇〇

〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇
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➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇
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〇
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〇
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〇
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➢ 〇〇〇

④〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

アウトプット

活動目標

初期 最終中間

誰が どうする



グループワーク④
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４. 【グループワーク】
その「アクティビティ」について、いつ（いつまでに）、
どれくらい（箇所数、参加者数、頻度など）、いくら（ヒ
ト・モノ・カネ）かけて実施するのか、グループで議論し、
記載してください。

高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるために
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インパクト
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➢ 〇〇〇

➢ 〇〇〇

課題

➢ 〇〇〇

➢ 〇〇〇
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➢ 〇〇〇
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〇〇〇〇〇
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〇
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〇
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〇
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〇
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〇
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〇
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③〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

④〇〇〇〇〇
〇〇
➢ 〇〇〇
➢ 〇〇〇

アウトプット

活動目標

初期 最終中間

誰が どうする



グループワーク⑤
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５．【グループワーク】
その「アクティビティ」によって、住民や地域がどのよう
に変化すること（初期アウトカム）を期待しているのか、
グループで議論し、記載してください。

定量的でなくても構いません（例：明るくなった、声をか
けてくれるようになった など）。

高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるために
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初期 最終中間
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発表
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１．グループで作成した模造紙をもとに発表ください。
 （各グループ５分）

２． 全体意見交換

高齢者自身が適切に活動を選択できるようになるために
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